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は じ め に

　本書は、税理士試験の重要科目の一つである「消費税法」
について、項目（テーマ）別に、重要な論点をコンパク
トにまとめたものです。
　消費税法は「税法」の一つですが、税法は「法律」で
あることから、難解、かつ読み取りづらい文章が多く、
そのとっつきにくさに戸惑ってしまうことも多いでしょう。
そのため、効果的な勉強方法がつかめず、手探りの学習
に陥ってしまいがちですが、本書は、各項目の最初に「学
習のポイント」を表示するなど、初めて学ぶ人でも効率
よく学習が進められるように、さまざまな工夫を凝らし
てあります。ですから、「ポイント整理」で要点をつかみ、
「設例」を解き、「解説」で確認することで、無駄のない
学習を進めていくことができるでしょう。
　すでに一通り学習をした人は、知識に欠落がないか、
弱点はないかを「設例」を解きながら確かめることがで
きます。また、復習や試験前の総まとめの際にも最適な
パートナーとなってくれるでしょう。
　本書は、税理士試験で毎年抜群の実績を残している 
TACで使用している基本テキストをはじめとする各種の
教材をコンパクトにまとめたものですから、税理士試験
に限らず、会計の実務の中で身につけておくべき知識を
習得することもできます。
　税理士試験の勉強は、何度も繰り返し学習することで
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習熟度を増すことができるものです。「本書の特長と使い
方」を参考に、自己の習熟度を確かめながら、受験勉強
を進めてください。
　本書が、「消費税法」を学習する人の、力強い味方にな
れば幸いです。

TAC税理士講座
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本書の特長と使い方 

① 　本書は、消費税の計算に関する基本論点を中心に集
録しています。本書を順番に読み進め、理解していく
ことにより、消費税の納付税額の基本的な計算ができ
るような構成になっています。

　 　また、消費税法の理論のうち、計算に関係のある重
要な論点についても集録してありますので、納付税額
の計算パターンはもちろんのこと、さまざまな特例の
適用を受けるための手続き等についても理解をするこ
とができます。 

② 　各項目は税理士試験の重要度に応じて、「Ａ☆☆☆」
「Ｂ☆☆」「Ｃ☆」の 3 段階を明示しています。そのた
め、出題頻度の高い項目から取り組むなど、自己のス
ケジュールに合わせて学習することができます。 
③ 　各項目の最初に、効率のよい学習ができるように、 
 「学習のポイント」として要点を提示しています。この
「学習のポイント」に提示されている内容を確実に理解
することを目標として、学習を進めてください。 
④ 　「ポイント整理」の中で、消費税法の重要な論点をコ
ンパクトに解説しています。ここを読み進めることに
より、理解を深め、正確な知識をインプットしてくだ
さい。 

⑤ 　重要な論点のうち、文章では理解しにくいものにつ
いては、できるだけ図表を示すことにより、視覚的に
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理解できるようにまとめてあります。図表を有効に活
用してください。 
⑥ 　消費税の計算の中の特に重要な論点について、イン
プットした知識を正確にアウトプットできるようにす
るための練習として、各論点ごとに「設例」を設けま
した。ですから、手軽に持ち歩ける問題集としても活
用することができます。 
⑦ 　「ここを覚えろ！」の中で、必ず覚えてほしいポイン
トをまとめてあります。 
⑧ 　各項目に関連する、覚えておきたい重要な語句、重
要なポイントは色文字にしてありますので、一目で確
認をすることができます。 
⑨ 　重要項目の理解と暗記には、繰り返し学習すること
が大切です。そこで、自己の学習がどの程度進んでい
るかを確認できるように、各項目の最初のページに 
「学習度チェック」を付しました。

（本書は令和 7年10月現在の法令に準拠しています。）
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1 　消費税の概要 重要度Ａ
★★★

 ポイント整理
〔 1〕消費税はモノの消費に対して広く課税

　消費税は、酒税やたばこ税のように特定の物品やサービスに
課税する「個別消費税」とは異なり、原則として国内における
すべての商品の販売、サービスの提供に対して課税されている。
　また、輸入取引に関しても、国内で消費することを目的とし
ていることから、課税することとしている。
　このように、消費税は消費に広く負担を求めるという観点か
ら、「一般消費税」と呼ばれている。

〔 2〕消費税は間接税
⎧直接税 … 税の負担者と納税者が同一である税金⎨
⎩間接税 … 税の負担者と納税者が異なる税金

国

直接税
（例：法人税）

間接税
（例：消費税）

納税者
かつ
負担者

法　人

国

事業者　… 納税者

消費者　… 負担者

〔 3〕消費税の税率は7.8％
　消費税の税率は10％であるが、この内訳は、国税7.8％、地
方税2.2％となっている。
　なお、受験においては、国税7.8％部分に着目して学習する
こととなる。 

1 ．消費税を学習するにあたり、必要な基礎的事項を確認する。
2．消費税は誰がどのようにして納めるものなのかを知る。
3．消費税の納付税額の計算方法を知る。
4．取引の分類の大枠をつかむ。

●学習のポイント●
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費
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要
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3

〔 4〕消費税法上の「売上げ」と「仕入れ」
　消費税法における「売上げ」は、会計における売上げより広
い概念であり、棚卸資産に限らず、資産等を売却すればすべて
「売上げ」となる。したがって「収入」と同義と考えることが
できる。「売上げ」のうち消費税が課税されるものを「課税売
上げ」という。
　また、「仕入れ」についても、棚卸資産に限らず、資産等を
購入すれば、すべて「仕入れ」となる。したがって「支出」と
同義と考えることができる。「仕入れ」のうち消費税が課税さ
れるものを「課税仕入れ」という。

〔 5〕納付税額の計算
　消費税のしくみを一事業者の立場で考えると、資産の購入時
に消費税を支払い、資産の販売時に消費税を預かることとなり、
その事業者は「預かった消費税額」から「支払った消費税額」
を差し引いて「納付税額」を計算し、納めることとなる。

国

納付 31,200円
納付 23,400円

商品 商品
消費者

770,000円
（税込）

事業者
330,000円
（税込）

仕入先

事　業　者　の　計　算
売　　上　本体 700,000円

（770,000円）7.8％　54,600円
2.2％　15,400円

仕　　入　本体 300,000円
（330,000円）7.8％　23,400円

2.2％　 6,600円

　　預かった消費税額 － 支払った消費税額 ＝ 納付税額
　　　　54,600円　　　　　　 23,400円　　　　31,200円

　消費税法では、預かった消費税額を「課税標準額に対する消費
税額」といい、支払った消費税額を「控除対象仕入税額」という。 
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〔 6〕取引の分類 
　P. 3 で示したように、消費税の納付税額は売上金額から「預
かった消費税額」を、仕入金額から「支払った消費税額」をそ
れぞれ計算することにより求める。したがって、消費税の納付
税額を計算するにあたっては、どの取引に消費税が課税され、
どの取引に課税されないのかを判断できなければならない。

⑴　国内取引の分類
　国内で行う取引については、次の各段階に従って分類し、最
終的に「課税（7.8％）取引」に分類された取引に消費税が課
税されることとなる。

（第１段階）   （第２段階）   （第３段階）

課 税 の
対　　象

不 課 税

課　　税

非 課 税

課　　税
（7．8％）

免　　税
（ ０ ％ ）

国
内
取
引

⑵　輸入取引の分類
　輸入により国内に仕入れる貨物については、次の段階に従っ
て分類し、最終的に「課税貨物」に分類された貨物に消費税が
課税されることとなる。 

課 税 の
対　　象

課税貨物

非 課 税
貨　　物

輸
入
取
引
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2 　課税の対象 重要度Ａ
★★★

 ポイント整理
〔 1〕国内取引
⑴　課税の対象と不課税取引

（第１段階）   （第２段階）   （第３段階）

課 税 の
対　　象

不 課 税

国
内
取
引

課　　税

非 課 税

課　　税
（7．8％）

免　　税
（ ０ ％ ）

　国内取引の分類の第 1段階は、取引を「課税の対象」と「不
課税取引」とに分けることである。
　課税の対象とは「消費税法が適用されるもの」という意味で
ある。この課税の対象とならない取引を不課税取引といい、消
費税の計算では考慮しない。

⑵　国内取引の課税の対象となるための 4要件
　次の 4要件をすべて満たした取引が国内取引の課税の対象に
分類される。 

1 ．国内取引の課税の対象の 4要件を確認する。
2．輸入取引の課税の対象とはどのようなものかを知る。

●学習のポイント●

●国内取引の課税の対象の 4要件
　①　国内において行うものであること。
　②　事業者が事業として行うものであること。
　③　対価を得て行うものであること。
　④　資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること。
　（注）特定資産の譲渡等、特定仕入れを考慮していない。
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　この「課税の対象の 4要件」の内容は以下のとおりである。 

①　国内において行うもの
　その取引が国内において行われたかどうかの判定は、次の
場所が国内にあるかどうかにより行う。
 〔資産の譲渡等の場合〕
イ　資産の譲渡・貸付けの場合
イ　原　則
　　譲渡・貸付け時の資産の所在場所
ロ　例　外

特 許 権 等

登録機関の所在地
（ 2 以上の国に登録している場合
には、権利の譲渡・貸付けを行う
者の住所地）

著 作 権 等 譲渡・貸付けを行う者の住所地
営 業 権 等 権利に係る事業を行う者の住所地
有 価 証 券
（一定のものを除く） 有価証券の所在場所

振替機関等が取り扱う
有価証券等又は持分 振替機関等の所在地

振替機関等が取り扱
わない券面のない
有価証券又は持分

有価証券又は持分に係る法人の本
店、主たる事務所の所在地等

金 銭 債 権 債権者の事務所等の所在地
ゴ  ル  フ  場
利  用  株  式  等 ゴルフ場等の所在地

ロ　役務の提供の場合
イ　原　則
　　役務の提供地
ロ　例　外　 
国 際 運 輸 出発地又は到着地のいずれか
国 際 通 信 発信地又は受信地のいずれか
国 際 郵 便 等 差出地又は配達地のいずれか
国内及び国外にわたっ
て行われるものその他
の明らかでないもの

役務の提供を行う者の事務所
等の所在地
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